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月
4
日
に
告
示
さ
れ
た
女
川
町

11
長
選
挙
で
、前
宮
城
県
議
会
議
員
の

須
田
善
明（
す
だ 
よ
し
あ
き
）候
補

が
無
投
票
で
初
当
選
し
ま
し
た
。

　
　

月　

日
の
初
登
庁
で
は
、役
場
仮

11

14

設
庁
舎
前
で
職
員
の
盛
大
な
拍
手
と

花
束
に
よ
る
出
迎
え
を
受
け
、午
前
9

時
か
ら
の
当
選
証
書
付
与
式
に
臨
み

ま
し
た
。木
村
博
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
か
ら
証
書
を
受
け
取
っ
た
新
町

長
は
、終
始
神
妙
な
面
持
ち
で
、町
民

か
ら
託
さ
れ
た
4
年
間
の
任
期
の
重
さ

を
改
め
て
感
じ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

午
前　

時
か
ら
の
町
長
訓
示
で
は
、

10

集
ま
っ
た
職
員
を
前
に
一
言
一
言
確

か
め
る
よ
う
に
言
葉
を
選
び
な
が
ら
、

「
本
町
は
復
興
計
画
も
決
ま
り
、第
一

歩
を
踏
み
出
し
た
。女
川
で
生
き
て
い

く
者
と
し
て
、住
民
目
線
で
の
復
興
を

な
し
遂
げ
た
い
。そ
の
た
め
に
も
、町
民

と
行
政
が
情
報
・
意
識
を
共
有
で
き
る

こ
と
が
重
要
。少
し
で
も
多
く
の
住
民

に
戻
っ
て
来
て
も
ら
え
る
よ
う
、一
番

早
い
復
興
と
心
の
通
う
ま
ち
づ
く
り
を

と
も
に
実
現
し
よ
う
。」と
力
強
く
語

り
ま
し
た
。

いざ ふるさと新生へ！

須田 新町政が
スタート ! !

町
民
の
皆
様
へ　
 

女
川
町
長　

須
田 

善
明

　

去
る
十
一
月
十
三
日
よ
り
女
川
町
長

の
職
を
拝
命
し
ま
し
た
須
田
善
明
で
す
。

皆
様
の
ご
負
託
の
下
、こ
れ
ま
で
の
十
二

年
間
県
政
の
場
で
働
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、こ
れ
か
ら
本
格
的
な
復
興
へ
の

道
を
歩
も
う
と
す
る
今
、今
後
四
年
間
の

町
政
の
か
じ
取
り
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
町
が
壊
滅
的
な
被
害
に
見
舞
わ
れ

た
あ
の
大
震
災
か
ら
早
九
ヶ
月
が
経
と

う
と
し
て
お
り
ま
す
。改
め
て
犠
牲
に
な

ら
れ
ま
し
た
皆
様
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し

ま
す
と
と
も
に
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
お

見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。ほ
ぼ
全
て
の

町
民
が
何
ら
か
の
形
で
傷
を
負
い
ま
し
た
。

私
自
身
も
そ
の
一
人
で
す
。し
か
し
、私

達
は
未
来
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。復
興
へ
の
道
の
り
は
平

坦
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
れ
で
も

歩
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。「
今
、

一
人
ひ
と
り
が
や
れ
る
こ
と
を
、や
る
べ
き

こ
と
を
」と
い
う
町
民
皆
様
の
思
い
と
行

動
に
よ
り
、あ
の
何
も
無
く
な
っ
た
惨
状

か
ら
我
が
町
は
立
ち
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
こ
そ
が
女
川
町
民
の
力
で
す
。そ
し

て
そ
れ
は
、全
国
は
も
と
よ
り
海
外
ま
で

含
め
た
数
多
く
の
支
援
の
手
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
来
ま
し
た
。ま
た
、公
的
支
援

が
全
国
民
の
税
金
と
将
来
の
世
代
の
負

担
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
、と
い
う
現
実

も
認
識
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。だ
か

ら
こ
そ
私
達
は
改
め
て「
自
ら
立
ち
上
が

る
の
だ
」と
い
う
気
概
を
持
た
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
か
ら
の

時
間
は
、他
の
誰
で
も
な
い
、私
達
自
身

が
歩
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
間

だ
か
ら
で
あ
り
、そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い

く
の
は
私
達
自
身
だ
か
ら
で
す
。町
行
政

と
し
て
、町
議
会
の
皆
様
は
も
と
よ
り
町

民
と
の
情
報
と
意
識
の
共
有
を
今
ま
で

以
上
に
図
り
な
が
ら
、町
民
一
丸
と
な
っ

た
総
力
戦
に
よ
る
復
興
を
成
し
遂
げ
ら

れ
る
よ
う
努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

課
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
が
、当
面
の
最

優
先
課
題
と
し
て
基
幹
産
業
で
あ
る
漁

業
を
中
心
と
し
た
町
内
産
業
の
再
生
支

援
を
図
り
、町
民
の
住
宅
確
保
へ
向
け
た

取
り
組
み
に
全
力
を
注
い
で
い
き
ま
す
。

ま
た
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
が
郷
土
で

力
強
く
育
ま
れ
る
よ
う
教
育
環
境
の
整

備
に
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
様
々
な
局
面
が
訪
れ
ま
す
が
、女

川
人
の
結
束
が
あ
れ
ば
必
ず
や
こ
の
苦

境
を
乗
り
越
え
、新
た
な
故
郷
の
姿
を
実

現
で
き
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。改
め

て
皆
様
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し
上

げ
、ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。



－ 2－

女
川
町
臨
時
職
員
募
集

●
物
資
管
理
業
務

①
町
内
に
住
所
を
有
し
、
心
身
と
も
に
健
康

な
方
で
、
土
日
祝
日
勤
務
が
可
能
な
方

②
支
援
物
資
の
搬
入
・
搬
出
業
務

③
午
前
8
時　

分
〜
午
後
5
時　

分

30

15

④
日
額
６
、９
０
０
円

⑤
８
名

⑥
女
川
第
一
中
学
校
体
育
館

⑦
平
成　

年
1
月
4
日
〜
平
成　

年
3
月　

24

24

31

日
⑧　

月
9
日
（
土
日
を
除
く
）
ま
で
に
指
定

12履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
1
通
を
商
工
観
光

課
観
光
係
へ
提
出

⑨
商
工
観
光
課
観
光
係
�
内
線
2
5
２

●
広
報
情
報
収
集
・
拾
得
物
整
理
業
務

①
町
内
に
住
所
を
有
し
、
土
日
祝
日
勤
務
が

可
能
で
、
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き

る
健
康
な
方

②
広
報
紙
作
成
に
係
る
情
報
収
集
及
び
拾
得

物
の
整
理
・
管
理
業
務

③
午
前
8
時　

分
〜
午
後
5
時　

分

30

15

④
日
額
６
、９
０
０
円

⑤
３
名

⑥
総
合
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
内

⑦
平
成　

年
1
月
4
日
〜
平
成　

年
3
月　

24

24

31

日

　

町
長
選
挙
と
同
じ
く　

月
4
日
に
告
示

11

さ
れ
た
女
川
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
は
、

定
員
数　

に
対
し
、
現
職
と
新
人　

人
に

12

13

よ
る
選
挙
戦
と
な
り
ま
し
た
。

投
票
は　

日
に
町
内
３
会
場
で
行
わ
れ
、

13

即
日
開
票
の
結
果
、
現
職
9
人
、
新
人
3

人
が
当
選
し
ま
し
た
。

　

町
長
と
町
議
会
議
員
の
新
た
な
顔
ぶ
れ

が
決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
早
期
復
興
へ

向
け
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

⑧　

月
9
日
（
土
日
を
除
く
）
ま
で
に
指
定

12履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
1
通
を
総
務
課
広

報
広
聴
係
へ
提
出

⑨
総
務
課
広
報
広
聴
係
�
内
線
2
1
3

女川町議会も新体制で復興推進！女川町議会も新体制で復興推進！

①
氏
名 

②
当
選
回
数 

③
所
属
党
派
等

①
申
込
資
格　

②
業
務
内
容　

③
勤
務
時

間　

④
賃
金　

⑤
募
集
人
数　

⑥
勤
務
先

⑦
任
用
期
間　

⑧
申
込
方
法　

⑨
担
当
課

①
佐
々
木
新
一
郎

②
４
回

③
無
所
属

①
阿
部
律
子

②
３
回

③
共
産
党

①
鈴
木
公
義

②
３
回

③
無
所
属

①
平
塚
勝
志

②
１
回

③
無
所
属

①
高
野　

博

②　

回
10

③
共
産
党

①
木
村
征
郎

②
７
回

③
無
所
属

①
佐
藤
良
一

②
６
回

③
無
所
属

①
宮
元
伸
成

②
４
回

③
無
所
属

①
阿
部　

薫

②
１
回

③
無
所
属

①
阿
部
美
紀
子

②
１
回

③
無
所
属

①
酒
井
孝
正

②
５
回

③
無
所
属

①
木
村
公
雄

②
７
回

③
無
所
属

ひとり親になった児童やそのご家庭への支援のお知らせ
　震災で保護者が行方不明または亡くなった被災児童や、その児童の保護者を対象にした支
援制度があります。
●遺族年金【窓口：日本年金機構の年金事務所】
　国民年金・厚生年金に加入している保護者が亡くなった場合に支給
●労災保険 ( 遺族補償年金など )【窓口：宮城労働局、労働基準監督署】
　仕事・通勤中の災害で亡くなった場合に遺族補償年金を支給
●児童扶養手当【窓口：現在お住まいの市町村】
　公的年金や労災保険を受給できない母子父子世帯に支給
●母子福祉資金貸付金【窓口：保健福祉事務所】
母子家庭の自立を図るため、生活資金・修学資金・住宅資金・転宅資金・技能習得資金・
事業開始資金などを低利または無利子で貸付

※詳しくは、健康福祉課福祉係（④番窓口）に備付のパンフレットをご覧ください。

※
議
長
・
副
議
長
以
下
は
議
員
番
号
順
で
掲
載

議　

長

副
議
長

� ����������������������������
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●11月 11日から、これまで宮城県において建築制限区域に指定していた区域と一部地域を

加えて、被災市街地特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域を決定しました（詳しく

は上の図面をご覧ください）。これから女川町として新しいまちづくりを進めていくため

に、この地域指定の間（震災発生から２年間）に、宅地のかさ上げ、道路の新設や拡幅、

公共施設の再配置等を行う復興まちづくり事業に着手していきます。

●地域内での建築につきましては、木造二階建て程度の建物は、宮城県の許可を得ることが

できれば建てられる可能性があります。ただし、今後行われる復興まちづくり事業（宅地

のかさ上げ、道路の新設や拡幅、公共施設の再配置等）との間で支障が出る場合もありま

すので、早めのご相談をお願いします。

期間中、町民の皆さまには大変なご不便等をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先：役場仮設庁舎２階　復興対策室　TEL 0225-54-3131　内線 231・233

新しいまちづくりのための

「「被被災災市市街街地地復復興興推推進進地地域域」」を決定しました。
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被災者生活再建支援金について
　住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるな
どして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、こ
れらの住宅を解体した場合には、「全壊」と同様の扱いを行います。ただし、「全壊」として取り扱
う場合、下記の書類が必要となります。

・住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
　○滅失登記簿謄本（閉鎖登記事項証明書）や解体証明書
・敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
　○滅失登記簿謄本（閉鎖登記事項証明書）や解体証明書　
　○敷地被害を証明する書類（敷地の修復工事の契約書等の写しなど）

１．被災者生活再建支援制度の内容
　平成 23年東日本大震災により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災
世帯）に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。申請書は、女川町での受付後、宮城県を経
由して、本制度の実施機関である「被災者生活再建支援法人」に送付され、同法人において申請書の内容
の審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
　住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援
金の２つの支援金が支給されます。
２．対象となる被災世帯
　女川町内に居住の世帯で震災により、次に該当した場合
（１）　住宅が全壊した世帯　　（２）住宅が「大規模半壊」した世帯　
（３）　住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（必ず解

体する前にご相談ください）
３．支援金の支給額
　支給額は、以下の２つの支援金の合計額となります。
　　　Ａ　住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
　　　　　申請期限：平成 24年 4月 10日まで（災害のあった日から 13ヶ月の間）
　　　Ｂ　住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
　　　　　申請期限：平成 26年 4月 10日まで（災害のあった日から 37ヶ月の間）
■　世帯の構成員が２人以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：万円）

■　世帯の構成員が１人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：万円）

４．申請に必要なもの（全ての書類を揃えてから申請を行ってください。）（申請者は被災世帯の「世帯
主」となります。）

Ａ　基礎支援金　
・全ての世帯　①り災証明書　②住民票または外国人登録原票記載事項証明書（世帯員全員のもの）
　③世帯主の預金通帳の写し　④印鑑　⑤本人確認ができるもの（運転免許証、本人確認証など）
・住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯（①～⑤に加えて）
　⑥滅失登記簿謄本（閉鎖登記事項証明書）や解体証明書
・敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（①～⑤に加えて）
　⑦滅失登記簿謄本（閉鎖登記事項証明書）や解体証明書　⑧敷地被害を証明する書類（敷地
の修復工事の契約書等の写しなど）

Ｂ　加算支援金　
・全ての世帯　③世帯主の預金通帳の写し　④印鑑　⑤本人確認ができるもの（運転免許証など）
⑨住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
※　その他、町長が必要と認める書類を求めることがあります。

問い合わせ先：女川町役場町民課（� 54-3131　内線 115）

※　加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。

Ａ＋Ｂ合計Ｂ加算支援金住宅の再建方法Ａ基礎支援金区　　分
３００２００建設・購入

１００全 壊 世 帯 ２００１００補　　　修
１５０　５０賃　　　借
２５０２００建設・購入

　５０大規模半壊世帯 １５０１００補　　　修
１００　５０賃　　　借

Ａ＋Ｂ合計Ｂ加算支援金住宅の再建方法Ａ基礎支援金区　　分
２２５１５０建設・購入

　７５全 壊 世 帯 １５０　７５補　　　修
１１２．５３７．５賃　　　借
１８７．５１５０建設・購入

３７．５大規模半壊世帯 １１２．５　７５補　　　修
　７５３７．５賃　　　借
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（２）町内居住地域における測定結果 [H23.10.14 ～ 11.4：地上１ｍで計測 ] 単位：μ sv/h

　女川町では、東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の対応として宮城県から簡

易型放射線測定機を借用し、定点測定（仮設役場庁舎付近）及び学校関連施設や居住地域など空間放射

線線量率を測定しています。

女川町における空間放射線量率の測定結果

これまでの測定値の範囲
高　　　さ測　定　場　所

１１月 ( ～ 18 日まで )１０月７～９月

0.07 ～ 0.090.07 ～ 0.080.07 ～ 0.10１ｍ
１ 仮設役場庁舎付近

0.07 ～ 0.080.07 ～ 0.080.07 ～ 0.100.5 ｍ

0.11 ～ 0.130.10 ～ 0.120.11 ～ 0.14１ｍ
２ 第二小学校校庭

0.11 ～ 0.130.11 ～ 0.120.11 ～ 0.140.5 ｍ

0.11 ～ 0.120.11 ～ 0.120.11 ～ 0.14１ｍ
３ 第一中学校校庭

0.120.11 ～ 0.120.11 ～ 0.140.5 ｍ

0.090.08 ～ 0.09１ｍ
４ 第一保育所
  （園庭・砂場）

0.09 ～ 0.100.08 ～ 0.090.5 ｍ

0.05 ～ 0.060.06砂場 5cm

0.120.11 ～ 0.130.12 ～ 0.14１ｍ
５ 第四保育所
  （園庭・砂場）

0.130.12 ～ 0.140.12 ～ 0.140.5 ｍ

0.060.05 ～ 0.060.05 ～ 0.07砂場 5cm

0.07 ～ 0.090.07 ～ 0.090.07 ～ 0.08１ｍ
６ 第二多目的運動場

0.07 ～ 0.090.07 ～ 0.090.07 ～ 0.100.5 ｍ

（１）仮設役場庁舎及び学校関連施設測定結果 単位：μ sv/h

測 定 値場　　　　　所地　　区測 定 値場　　　　　所地　　区

0.114 仮設住宅付近小 屋 取0.105 大沢民家
大 沢

0.078 役場裏民家付近女 川 浜0.098 安住民家

0.062 新田仮設住宅付近
清 水 町

0.100 奥に入る道路付近の民家針 浜

0.068 清水仮設住宅付近0.087 旭が丘南仮設住宅付近旭 が 丘

0.106 旧三保仮設住宅付近宮 ケ 崎0.074 一小仮設住宅付近

浦 宿 浜 0.090 千葉アパート付近石 浜0.094 成幸団地民家付近

0.082 仮設住宅付近桐 ケ 崎0.134 尾田峯町営住宅付近

0.115 民家付近竹 浦0.100 寺道民家付近
鷲 神 浜

0.107 保福寺周辺
尾 浦

0.110 眺湾荘民家付近

0.067 旧三小仮設住宅付近0.076 仮設住宅付近小 乗

0.077 早坂宅周辺御 前 浜0.095 仮設住宅付近高 白

0.105 仮設住宅付近指 ケ 浜0.083 仮設住宅付近横 浦

0.144 仮設住宅付近
出 島

0.102 仮設住宅付近大 石 原

0.099 寺間民家付近0.100 仮設住宅付近野 々 浜

0.106 民家付近江 島0.095 仮設住宅付近飯 子 浜

以上、24か所；31 地点0.117 仮設住宅付近塚 浜

○本町においては，最大でも，文部科学省が校内外での屋外活動制限の暫定的な目安としている 3.8 μ

sv/h( 年間 20msv) を下回っていました。また，校庭の土壌改良を実施した場合，文部科学省が財政

的支援を講じる基準値である 1μ sv/h についても，すべての施設において下回っていました。

○今回放射線量率を測定した結果、放射線物質特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域 ( 除染地域 )

に指定する要件である 0.23 μ Sv ／ｈ以上を満たしていませんでした。

　測定結果は、おながわ災害ＦＭや女川町公式ウェブサイト［東日本大震災に関する女川町情報発信サイ

ト］、放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」にも掲載しています。
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女川町地域医療センターからのお知らせ

� 愛称が次のとおり決定しました
女川町地域医療センター（旧女川町立病院） ≪輝望の丘きぼうのおか≫
〔併設施設〕 介護老人保健施設 ≪のぞみ≫

� 外来診療

11 月 1日より　１階外来部分の改修が終わり、新しくなった外来で診療を開始しました。

院外に調剤薬局もオープンし、そちらでお薬をお受け取りいただくこととなります。

インフルエンザ予防接種を下記のとおり行っております。

　期　　間：平成 24年 1月 31 日（火）　まで

　受付時間：月、火、木、金　午前 8：30 ～ 11：30、午後 1：30 ～ 4：00

　　　　　　水、土　　　　　午前 8：30 ～ 11：30

　受付方法：随時接種希望時に窓口にて受付

　　　　　　※お手元に問診票がある方は、ご記入のうえご持参ください。

　料　　金：

� インフルエンザ予防接種

中学生以下一　　般65歳以上区　分

3,000 円3,600 円1,000 円１回目接種

3,000 円２回目接種

※生活保護受給者及び 65歳以上の方は、免除証明書およびり災証明を

持参し受付時に提示していただければ、自己負担は免除となります。

外来診療科・診療日

診療受付時間

 午前８：３０

　 ～１１：３０

 午後１：３０

　 ～４：００

≪総合診療外来≫内科、外科、整形外科、小児科 その他科を問わずご相談ください。

�急患については 24時間対応しております。まずはお電話ください。【電話 53-5511】

� 11 月より［眼科］、［皮膚科］の診療を再開しています。

※なお 12月 18 日（日）は、午前８時から午後４時 30分まで敷地内全館停電作業のため、急患の受

入れができなくなりますので、ご承知ください。

皮膚科眼　科小児科心療内科総合診療外来

午前午後午前午後午後午前

－－－－●●月

－－－●●●火

－－●－－●水

－●－－●●木

●－－－●●金

－－－－－●土

院外薬局診 察 室外来待合
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　10月18日鎌ケ谷市から車椅子を搭載できる福祉車両をいただ

きました。車体には、鎌ケ谷市立道野辺小学校6年生118名から

の花や虹の絵と温かいメッセージが書いてあります。

　女川町の皆さんが元気になり、笑顔になってくれることを信じ、

みんなで一緒にがんばりましょうという想いのこもった車です。

　今後、老人保健施設の送迎用としてこの明るい車が元気に町中

を走ります。

　子ども達の作業の様子は鎌ケ谷市立道野辺小学校ホームページ

で是非ご覧ください。

� 千葉県鎌ケ谷市から福祉車両が寄贈されました

　仮設調剤薬局や仮設歯科診療所などが入るプレハブ建屋のデッキ材とし

て（株）鈴三材木店（静岡県浜松市）から4tトラック2台分が贈られました。

　11月１日から始まった仮設調剤薬局や仮設歯科診療所に車椅子の方が

通れるよう、広めの通路を作るためのデッキ材として活用させていただきま

した。

� 地域医療センター前仮設建屋にデッキ材が寄贈されました

石巻市夜間急患センターが診療を開始します
　石巻市夜間急患センター（仮設）が完成し、12月１日（木）から診療を開始します。車でお越
しの際は、旧市役所前駐車場などをご利用ください。
　なお、夜間急患センター診療開始により、石巻市立病院仮診療所の夜間診療は終了いたします。
　・所 在 地　　石巻市日和が丘一丁目２番 11号（石巻市中央公民館南隣）
　・電話番号　　94－ 5111　　・診療科目　　内科・外科・小児科

インフルエンザ予防接種の費用助成のお知らせ

　生後 6か月から中学 3年生までの方を対象に、日本ユニセフ協会からインフルエンザ予防接
種費用の一部が助成されることになりました。これを受け、石巻市医師会及び桃生郡医師会が
実施主体となり、下記のとおり助成事業を実施します。
■助成対象者　石巻市、東松島市、女川町に住所を有する生後 6か月～中学 3年生の方（被災

の有無は不問）接種期間　平成23年 10月 1日（土）～平成24年 1月 31日（火）
■助 成 金 額　接種 1回につき上限 2，000 円（13 歳未満は 2回接種のため 4，000 円の助成）
■助成の受け方
【これから予防接種を受けられる方】　　※ 必ず予約をして接種してください。
　接種される指定医療機関に通常の接種料金から 2，000 円を差し引いた金額をお支払いくだ
さい。
【すでに予防接種を受けられた方・指定医療機関以外で接種する方】
　下記の日程で返金しますので、接種したことを証明できる書類（領収書、母子手帳、接種済
証など）、接種した方の健康保険証、印鑑を持参のうえ、ご来場ください。
日　時　12月 7日（水）　午後 1時 30分～午後 4時
場　所　女川町保健センター（女川町地域医療センター向かい）
※石巻市や東松島市の会場でも返金できますので、日時・会場などはお問い合わせください。
　　　問合せ先　女川町保健センター　� 53 － 4990

※中学生以下の方は、内科の受診ができませんので、ご了承ください。

【年末年始の診療時間】

・平成２３年１２月２９日（木） ～平成２４年１月３日（月）

　　午後６時～翌朝７時

・平成２４年１月３日（火）

　　午後６時～翌朝６時

午後６時～翌朝７時月～土曜日内　科

外　科診
療
時
間

午後６時～翌朝６時日曜・休日

午後７時～午後１０時月～金曜日

小児科 午後６時～翌朝７時土　曜　日

午後６時～翌朝６時日曜・休日
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新 女川町地域包括支援センターだより 新 女川町地域包括支援センターだより １号 １号 

女川町地域福祉センター（旧町立病院向い）１階に復興しています！ 
　３月11日の震災以降、高齢者の相談窓口である“女川町地域包括支援センター”はど
こにいってしまったのだろうか、どこにいったら相談できるのだろうか・・・と思われて
いた方も多くいたかもしれません。 
　旧町立病院同様、１階は大きく被災しましたが、７月からまた元の場所で活動しており
ます。 
　１階部分には保健センターも入り、妊婦子供から高齢者までと総合的な相談施設として
復興しました。完全復興までにはまだ時間がかかり、町民の皆さまにはご不便をおかけい
たしますが、ぜひお立ち寄りください。 

国民健康保険　脱退・加入の手続きについて 

　国民健康保険から社会保険などに替わった方は、国保を脱退する手続きが必要です。

速やかに届出を行っていただくようお願いいたします。 

　また、会社を辞めたなどの理由で、社会保険等の資格を喪失した方は、住民登録地の

国民健康保険に加入する手続きが必要です。国保加入は、届出を行った日からではなく、

社会保険などの資格を喪失した日からとなります。 
　　　　　　 

【手続きに必要もの】 

仮設で生活されている方も、在宅の方も、

不安なこと、相談したいことはありません

か？こんなことがありましたら、お電話く

ださい。 

・体調が悪く、これからのことが心配。 

・ベットや福祉用具、介護サービスを利用

したいがどうしたらいいかわからない。 

・介護保険サービスがわからない。 

・介護保険サービスを利用するための手続

きや申請に行けない。 

・近所の一人暮らしの高齢者が最近閉じこ

もり気味で心配です。 

・財産の管理に自信がない。 

・虐待されている高齢者を知っているが、

どうすればいいかわからない…。 

＊高齢者のみなさんの相談窓口です。 

専門職へおつなぎいたします 

地域包括支援センターでは相談内容に応じ

て、さまざまな専門職をご紹介し対応いた

します。 

◇ 社会福祉士　◇ ケアマネジャー 

◇ 弁護士　　　◇ 医療、リハビリ関係者 

女川町地域包括支援センター 

４月から地域包括支援センター業務の一

部を社会福祉協議会が委託を受けて運営

しています。�５３－２２７２ 

三浦ひとみ（町保健師） 

鈴木　佳子（社協保健師） 

島田　圭子（社協主任ケアマネ） 

鈴木康太郎（社協社会福祉主事） 

 

・職場の健康保険に入った時　　　　 

・職場の健康保険の被扶養者になった時 

・職場の健康保険をやめた時　　　　　　 

・職場の健康保険の被扶養者でなくなった時 

国保と職場の両方の保険証・印鑑・国保一部負担金等 

免除証明書（お持ちの方のみ） 

職場の健康保険の資格喪失証明書・印鑑 

各種手続きのお問合せは、町民課　国保年金係（②番窓口）　�54-3131　内線118・119

改めて
 

地域包括支援センターの役割 地域包括支援センターの役割 
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平成24年 女川町成人式のお知らせ平成24年 女川町成人式のお知らせ

○日　時　平成 24年１月８日（日曜日）　午後１時 30分～（受付 午後１時～）
○会　場　ホテル華夕美　� 0225-53-4188　　○招待状発送予定　12月中旬頃
　　　

〔成人式対象者〕
　平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれの方で、女川町に在住または過去に女川町に

在住し、現在は町外に就職就学している方で、女川町の成人式に参加希望の方。

　就職就学等で町外へ転出された方で、本町成人式に出席希望の方は、下記問合先へご連絡

願います。
　　　　
◎問合先　女川町教育委員会生涯学習課（女川町総合体育館内）
　　　　　TEL 0225-53-3151　FAX 0225-53-3152

講師の登録をしませんか

　平成 24年度の公立小・中学校の臨時的任用教育職員等の登録募集をします。
〇職　　種：①公立小・中学校の臨時的任用教育職員　　②公立小・中学校の非常勤講師
〇資　　格：小学校又は中学校の教員免許状を有する方または平成 24年 3月までに教員免

許状を取得見込みの方
〇登録方法：随時受付します
〇説明登録会の案内
日　時：平成 23年 12月 26日（月）、27日（火）の 2日間　　午後 1時 30分～
会　場：宮城県石巻合同庁舎　大会議室（５階）
対　象：平成 23年 12月 26日（月）　中学校勤務希望者、代替養護教諭希望者
　　　　平成 23年 12月 27 日（火）　小学校勤務希望者
持参物：宮城県公立学校臨時的教員志願票、履歴書、教員免許状の写し、卒業証書の写し、

面接個人票
※上記日時に参加できないときは、持参または郵送してください。
※詳細は、宮城県東部教育事務所ホームページをご覧いただくか、下記までお問合せ願います。

宮城県東部教育事務所　教育学事班　学事担当
〒 986-0812　石巻市東中里 1-4-32
電話　0225-95-7096　Eメール：et-kyozsd@pref.miyagi.jp
ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/et-kyoz/

無料人権相談
▽日時…12月 1日（木）　午前 10時～午後 3時

▽会場…役場仮設庁舎　相談室（1階）

▽相談内容…人権侵害、いじめ、登記、相続など

▽相談員…女川町人権擁護委員

▽問合先…町民課町民生活係　

　　　　　� 54-3131 内線 114

１日行政相談
▽日時…12月 1日（木）　午前 10時～午後 3時

▽会場…役場仮設庁舎　相談室（1階）

▽相談内容…国や公団などの仕事や行政に関すること

▽相談員…行政相談委員　阿部　求

▽問合先…総務課総務係

　　　　　� 54-3131　内線 213
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応急仮設住宅が全戸完成
　女川町民野球場仮設住宅がこのほど完成し、

11月 6日から入居が始まりました。これで本

町の応急仮設住宅 1,294 戸がすべて完成したこ

とになります。

　11月 12 日には、音楽家の坂本龍一さんと日

本画家の千住博さんから寄贈を受け、野球場仮

設住宅の敷地中央に設置されたテント張り市場

「坂本龍一マルシェ」のオープニングセレモ

ニーも開催され、この日が公務最終日となった

安住宣孝町長ほか多くの方が出席し、完成を祝

いました。

安住宣孝町長が勇退
　安住宣孝町長が 3期 12 年務めた町長職を勇

退されました。11月 11 日には退任式が行われ、

多くの町職員を前に退任のあいさつを行いまし

た。

　あいさつでは、「常に感謝の気持ちを忘れず、

誠意を持って住民に接することが重要。自分の

能力を磨き、住民が活躍できる舞台づくりに専

念してほしい。」と語りました。

　最後は、盛大な拍手のなか、職員一人ひとり

と握手を交わし、庁舎を後にしました。

竹浦地区が仙北市と交流
　10月 22 日に秋田県仙北市で産業祭りが開催

され、同市での二次避難をきっかけに交流を続

けている竹浦地区の住民が、地元伝統の獅子振

りを披露しました。

　同地区の住民から「代々受け継いできた獅子

振りの復活が、ひいては地域の復興にも繋が

る」という話に感銘を受けた仙北市長から直接

出演の依頼があったそうです。

　この日、会場では竹浦地区の住民によるサン

マの炭火焼きも振る舞われ、女川自慢の味を楽

しもうと長蛇の列ができていました。

仮設合同庁舎を建設中
　現在、町では女川高校のグラウンドに仮設合

同庁舎を建設中です。この建物には、被災した

石巻警察署女川交番と郵便局、金融機関が入居

し、12月 1日には交番が、12月 5日からは女

川郵便局、七十七銀行、仙台銀行、石巻信用金

庫がそれぞれ業務を再開します。

　この敷地内には、来年 1月中のオープンを目

指して各種商店や事業所の建設も進められてい

て、その完成が待たれます。
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社
会
教
育
施
設
の
一
部
使
用
を
開
始

　
　

月
1
日
か
ら
社
会
教
育
施
設
の
一
部
使
用
を

12
開
始
し
ま
す
。

▽
対
象
施
設
…
総
合
体
育
館
、
町
民
第
二
多
目
的

運
動
場
及
び
勤
労
青
少
年
セ
ン
タ
ー

▽
使
用
時
間
…
午
前
9
時
〜
午
後
9
時
（
勤
労
青

少
年
セ
ン
タ
ー
の
日
曜
日
の
使
用
時
間
は
午
前

9
時
〜
午
後
5
時
と
な
り
ま
す
）

▽
休
館
日
…
毎
週
月
曜
日
（
国
民
の
祝
日
が
月
曜

日
に
あ
た
る
場
合
は
開
館
。）及
び　

月　

日
〜

12

29

1
月
3
日
の
年
末
年
始

▽
問
合
先
…
生
涯
学
習
課
（
総
合
体
育
館
内
）

　

�　

－

3
1
5
1

53

住
宅
応
急
修
理
制
度
の
受
付
終
了

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
全
壊
、
大
規
模
半
壊
ま
た

は
半
壊
し
た
住
宅
を
対
象
に
、
町
が
業
者
に
依
頼

し
て
一
定
の
範
囲
で
修
理
を
行
う
応
急
修
理
制
度

の
期
限
を
延
長
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
申
し

込
み
の
受
付
を
平
成　

年
1
月　

日
（
火
）
午
後

24

31

5
時　

分
で
終
了
い
た
し
ま
す
。

15

　

な
お
、
工
事
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
3
月　

24

31

日（
土
）ま
で
に
完
了
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
先
…
建
設
課　

建
築
係

　

�　

－

3
1
3
1
内
線
1
5
5

54

宮
城
県
多
重
債
務
無
料
相
談
会

▽
日
時
…
平
成　

年　

月　

日（
水
）

23

12

14

　

午
前
9
時　

分
〜
午
後
4
時　

分

30

30

▽
会
場
…
宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

▽
定
員
…　

人
（
事
前
予
約
制
）

16

▽
予
約
受
付
日
時
…
平
成　

年　

月
５
日（
月
）〜

23

12

午
前
8
時　

分
〜
午
後
5
時　

分

30

15

▽
連
絡
先
…
宮
城
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

�
0
2
2－

2
6
1－

5
1
6
4

親
子
凧
つ
く
り
教
室
を
開
催

▽
日
時
…
平
成　

年　

月　

日
（
土
）

23

12

17

　

午
前
9
時　

分
〜

30

▽
会
場
…
総
合
体
育
館
（
第
一
会
議
室
）

▽
講
師
…
日
本
の
凧
の
会　

崎
村
信
夫
氏

▽
製
作
凧
…
奴
凧

▽
対
象
…
幼
児
及
び
小
学
生
と
そ
の
御
家
族

▽
参
加
料
…
無
料

▽
定
員
…
親
子　

組
（
先
着
順
）

15

▽
申
込
期
限
…
平
成　

年　

月　

日
（
土
）

23

12

10

▽
準
備
物
…
筆
記
用
具
、　

セ
ン
チ
定
規
、は
さ
み

30

▽
問
合
先
…
生
涯
学
習
課
（
総
合
体
育
館
内
）

　

�　

－

3
1
5
1

53

第　

回
親
子
凧
あ
げ
大
会
を
開
催

46
▽
日
時
…
平
成　

年
1
月　

日（
日
）

24

22

▽
会
場
…
総
合
運
動
場

▽
集
合
時
間
…
午
前
9
時　

分
50

▽
参
加
申
込
…
当
日
会
場
で
受
付

▽
参
加
料
…
無
料

▽
参
加
資
格
…
原
則
町
民
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
。

▽
競
技
す
る
凧
…
自
作
、
市
販

▽
競
技
内
容
…
自
作
の
凧
、市
販
の
凧
に
分
か
れ
て

競
技
し
、作
品
の
部
、凧
あ
げ
の
部
に
分
け
て
審
査

▽
審
査
員
…
日
本
の
凧
の
会　

崎
村
信
夫
氏

▽
問
合
先
…
生
涯
学
習
課
（
総
合
体
育
館
内
）

　

�　

－

3
1
5
1

53

地
デ
ジ
相
談
会
を
開
催

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、宮
城
、岩
手
、福
島
の
3

県
は
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
完
全
移
行
が
平
成　
24

年
3
月　

日
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
が
、移
行
期

31

限
ま
で
あ
と
4
か
月
と
な
っ
た
た
め
、地
デ
ジ
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
…
平
成　

年　

月
6
日
（
火
）、　

日
（
火
）、

23

12

13

　

日（
火
）の
3
日

20

　

午
前
9
時　

分
〜
午
後
4
時　

分

30

30

▽
会
場
…
役
場
仮
設
庁
舎
1
階
町
民
の
部
屋

▽
問
合
先
…
デ
ジ
サ
ポ
宮
城

　

�
0
2
2－

7
4
5－

1
5
0
0

※
仮
設
住
宅
の
地
デ
ジ
対
策
に
つ
い
て
は
、
町
で

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
に
受
信
環
境
を
整
備

24

31

い
た
し
ま
す
。

『
経
済
セ
ン
サ
ス
〜
活
動
調
査
』を
実
施

　

「
経
済
セ
ン
サ
ス
〜
活
動
調
査
」は
経
済
に
関
す

る
国
勢
調
査
で
、
会
社
や
お
店
な
ど
全
国
す
べ
て

の
企
業
、
事
業
所
を
対
象
と
し
た
調
査
で
す
。

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
全
産
業
分
野
に
お
け
る

事
業
所
や
企
業
の
経
済
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
総
務
省
と
経
済
産
業

省
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
す
る
統
計
調
査
で
、
平

成　

年
2
月
1
日
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

24

　

調
査
結
果
は
、
国
の
各
種
行
政
政
策
だ
け
で
な

く
、
地
域
の
産
業
振
興
や
商
店
街
の
活
性
化
な
ど

地
方
公
共
団
体
の
基
礎
資
料
と
し
て
も
活
用
さ
れ

ま
す
。

　

調
査
に
先
立
ち
、
統
計
局
に
お
い
て　

月
か
ら

12

事
業
所
の
存
否
確
認
や
活
動
状
態
の
確
認
を
行
い

ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

宮
城
県
最
低
賃
金
の
改
定

　

宮
城
県
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者

（
臨
時
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

を
含
む
）
に
適
用
さ
れ
る
宮
城
県
最
低
賃
金
が
次

の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

▽
最
低
賃
金
…
6
7
5
円
（
改
定
前
6
7
4
円
）

▽
問
合
先
…
宮
城
県
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

�
0
2
2－
2
9
9－

8
8
4
1

　

石
巻
労
働
基
準
監
督
署

　

�　

－

3
3
6
5

22

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
を
募
集

▽
資
格
…
平
成　

年
4
月
1
日
現
在
、　

歳
以
上

24

15

　

歳
未
満
の
男
子
で
中
学
校
卒
業
者
ま
た
は
中

17等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
修
了
者（
見
込
み
含
む
）

▽
受
付
締
切
日
…

【
推
薦
】
平
成　

年　

月　

日（
金
）

23

12

16

【
一
般
】
平
成　

年
1
月
6
日（
金
）

24

▽
試
験
日
…

【
推
薦
】
平
成　

年
1
月
7
日（
土
）〜
9
日（
月
）

24

の
間
の
指
定
す
る
1
日

【
一
般
】
一
次　

平
成　

年
1
月　

日（
土
）

24

14

　
　
　
　

二
次　

平
成　

年
1
月　

日（
土
）〜　

24

28

31

日（
火
）の
間
の
指
定
す
る
1
日

▽
試
験
会
場
…

【
推
薦
】
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
（
神
奈
川

県
横
須
賀
市
御
幸
浜
2
番
1
号
）

【
一
般
】
宮
城
県
内
数
か
所

▽
合
格
発
表
…

【
推
薦
】
平
成　

年
1
月　

日（
金
）

24

13

【
一
般
】
一
次　

平
成　

年
1
月　

日（
月
）

24

23

　
　
　
　

最
終　

平
成　

年
2
月　

日（
金
）

24

17

▽
着
校
…
平
成　

年
4
月
上
旬

24

 

自
衛
隊
貸
費
学
生（
技
術
） 

▽
資
格
…
大
学
の
理
学
部
、
工
学
部
の
3
〜
4
年

次
ま
た
は
大
学
院
（
専
門
職
大
学
院
を
除
く
）

1
〜
2
年
次
に
在
学
し
て
い
る
こ
と

▽
受
付
締
切
日
…
平
成　

年
1
月　

日（
金
）

24

13

【
一
般
】
平
成　

年
1
月
6
日（
金
）

24

▽
試
験
日
…
平
成　

年
2
月
4
日（
土
）

24

▽
試
験
会
場
…
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▽
合
格
発
表
…
平
成　

年
4
月
下
旬

24

▽
入
隊
…
卒
業（
修
了
）後

▽
問
合
先
…
自
衛
隊
宮
城
地
方
協
力
本
部
石
巻
地

域
事
務
所　

�　

－

6
7
8
9

83
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〒 986�2261　宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原３１６

女川町役場仮設庁舎総務課広報広聴係　�０２２５�５４�３１３１

ホームページ「宮城県女川町東日本大震災に関する最新情報提供ページ」

（ＵＲＬ）http://www.town.onagawa.miyagi.jp/

女川町暮らしの情報モバイルサイト

（ＵＲＬ）http://www.town.onagawa.miyagi.jp/m/　　（ＱＲコード）

������ ごみの収集　12 月 ������

粗大
ごみ

段ボール・新聞紙・雑誌・その他
のプラ容器・白色トレイ・紙パッ
ク・布類・発泡スチロール・剪定
枝・廃食油・燃やせないごみ

缶・びん
ペットボトル

燃やせ
るごみ

７２・１６１３・２７月・木大沢・浦宿全

行
政
区

１６９・２８６・２０月・木針浜・上３～５区・西２区

２２１２・２６１２・２６月・木高白・五部浦

２１１４・２９８・２２火・金旭が丘

１４７・２１１・１５火・金女川１区・清水全区・宮ヶ崎・石浜全区

２８５・１９５・１９火・金北浦

※収集日は改めてお知らせします火・金出島・寺間

７２・１６１３・２７月・木一小

仮
設
住
宅

１６９・２８６・２０月・木針浜

２２１２・２６１２・２６月・木小乗・高白・横浦・大石原・野 浜々・飯子浜・塚浜・小屋取

２１１４・２９８・２２火・金旭が丘・石巻市内

１４７・２１１・１５火・金多目的運動場・野球場・清水・新田・宮ヶ崎

２８５・１９５・１９火・金桐ヶ崎・旧三小・指ヶ浜

※収集日は改めてお知らせします火・金出島・寺間

●● 年末年始の自己搬入ごみの受付 ●●

● 女川町クリーンセンター（資源・不燃ごみ・粗大ごみ）【電話：53-3549】
・年末　１２月２９日（木）　　　　　　�午前９時～正午
　　　　　　　　　　　　臨時受付�
　　　　　　　　　　　　　　　　�午後１時～午後４時
・年始　１月４日（水）　　　　　　�午前９時～午前１１時３０分
　　　　　　　　　　　　通常通り� 
　　　　　　　　　　　　　　　　�午後１時～午後４時
● 石巻広域クリーンセンター（燃やせるごみ）【電話：21-8953】
・年末　１２月２９日（木）　　　　　　�午前９時～午前１１時４５分
　　　　　　　　　　　　臨時受付�
　　　　１２月３０日（金）　　　　　　�午後０時４５分～午後４時３０分
・年始　１月４日（水）　　　　　　�午前９時～午前１１時４５分
　　　　　　　　　　　　通常通り� 
　　　　　　　　　　　　　　　　�午後０時４５分～午後４時３０分

※女川町クリーンセンターは 12月 30 日（金）から 1月 3日（火）まで、石巻広域クリーンセ
ンターは 12月 31 日（土）から 1月 3日（火）まで休業となりますので、ごみの搬入はでき
ません。

　収集日以外や収集が終了した後は、絶対ごみを出さないようご協力願います 
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